
資料９ 

資金管理業務規程の変更について 

 

１．変更の要旨 

財団法人自動車リサイクル促進センター（以下「本財団」という。）は、【一

般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律（平成１８年法律第５０号）】第４４条の規定による公益財団法人の認定を

受けるため、平成２１年１１月１３日付けで内閣総理大臣へ移行認定申請を

行い、平成２２年４月に公益財団法人の認定を受けることを目指していると

ころである。 

よって、公益財団法人の認定を受けた場合は、本財団の名称変更等が行

われることから、別紙新旧条文対照表のとおり資金管理業務規程の変更を

行う。 

 

２．変更の内容 

（１）本財団の名称の変更 

本財団の名称を、「財団法人自動車リサイクル促進センター」から「公益財

団法人自動車リサイクル促進センター」に変更する。 

（２）本財団の代表者の名称の変更 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号。

以下「一般法」という。）において、法人の代表者として「代表理事」が規定さ

れていることから、本財団の代表者の名称を「理事長」から「代表理事」に変

更する。 

（３）評議員会の同意等に係る規定の変更 

一般法第９０条第２項第１号及び第１９７条の規定により、法人の業務執

行の決定は理事会の職務となることから、資金管理業務の事業計画書作成

等について、評議員会の同意を得るとする規定又は評議員会へ報告される

とする規定を削除する。 

（４）規程（資金管理業務規程を除く）に係る規定の変更 

一般法第９０条第２項第１号及び第１９７条の規定により、法人の業務執

行の決定は理事会の職務となることから、倫理規程等の規程（資金管理業

務規程を除く）は理事長が別に定めるとする規定を削除する。 
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（５）その他の変更 

① 公益認定後、「情報公開規則」は「情報公開規程」として制定されること

から、「情報公開規則」を「情報公開規程」に変更する。 

② 一般法において規定されている順序に従い、「役員、評議員」を「評議員、

役員」に変更する。 

③ 現在、本財団の「調達規程」は「調達規則」に変更されていることから、

「調達規程」を「調達規則」に変更する。 
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